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第 10 章  し尿処理事業 

 

１ し尿の収集、運搬及び処分 

(1) 収集、運搬 

本市のし尿収集業務は、一般財団法人クリーンながさき及びその他の民間許可業者（７業者）、民間委

託業者（２業者）により、収集区域を定めて、全市的に計画収集を実施している。 

なお、一部周辺地区並びに公衆便所及び公共施設の一部について、平成元年１０月からは、直営を廃止

し、一般財団法人クリーンながさきに委託している。 

 

業者別担当区域及びし尿収集量（浄化槽汚泥を除く）              R5．4．1現在 

地区名 区    分 種別 収集区域 
年間収集量 

（令和４年度）

１日あた

り平均 
稼動車 

旧長崎市 

一般財団法人 

クリーンなが

さき 

委託 

・長崎市東部地区 

・小榊地区 

・北部地区 

・三重地区 9,072 kl 24.9 kl 18 台 

許可 

・委託地区及び東長崎、三

川、川平地区を除く旧長

崎市 

㈲川徳 許可 
・東長崎地区 

・三川・川平地区 
1,205 kl 3.3 kl 7 台 

合併地区 

㈲野母崎   

清掃社 
許可 野母崎地区 373 kl 1.0 kl 3 台 

㈲三和清掃社 許可 三和地区 788 kl 2.2 kl 4 台 

㈲マルモ産業 許可 香焼地区 28 kl 0.1 kl 1 台 

㈱エコシス 許可 外海・本土地区 856 kl 2.3 kl 9 台 

琴海清掃㈲ 許可 琴海地区 858 kl 2.4 kl 4 台 

㈲ヤマシタ 

清掃 
許可 琴海地区 321 kl 0.9 kl 2 台 

西 部 建 設 ㈱ 

高島出張所 
委託 高島地区（～令和４年度） 32 kl 0.1 kl 1 台 

㈲福島清掃 委託 
・伊王島地区 

・高島地区（令和５年度～） 
18 kl 0.1 kl 2 台 

池島清掃㈲ 委託 外海・池島地区 4 kl 0.1 kl 2 台 

合   計 13,555 kl 37.1 kl 52 台 

１ 高島地区については、西部建設㈱高島出張所が令和５年３月３１日をもって閉鎖したことに伴い、令

和５年度からは㈲福島清掃に委託。 

２ 西部建設㈱高島出張所の稼動車１台は合計から除いている（㈲福島清掃が令和４年度から１台増加）。 
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(2) 手数料徴収 

ア 委託地区 

くみ取り後、納入通知書及び口座振替によって徴収している。 

イ 一般財団法人クリーンながさき及びその他の民間許可業者区域 

一般財団法人クリーンながさきでは、口座振替又は銀行振込制度を導入しており、その他の民間許可

業者区域については、原則としてくみ取りと同時に徴収し、一部銀行振込制度を導入している。 

                                   （令和元年 10 月改定） 

人 頭 制 一 般 家 庭 

世帯員１人につき１月 １，１７３円 

無臭便槽加算金１基１月につき   ８３８円 

従 量 制 
一般家庭以外及び 

簡 易 水 洗 便 所 
18 リットルまでごとに   ４１９円 

 

(3) 処   分 

し尿処理は、過去海洋投棄と陸上処理によって行ってきたが、海洋汚染防止の観点から全量陸上処理す

る方針のもとに昭和６２年１２月から建設を進めていた長崎市クリーンセンターが平成２年９月末に完

成し、全量陸上処理することが可能となった。 

令和４年度の総処理量（浄化槽汚泥を含む）は 23,368kl で、長崎半島クリーンセンター、琴海クリー

ンセンターで処理した。 

 

2 し 尿 収 集 及 び 処 理 状 況（平成３０～令和４年度）                   （単位：kl） 

 

総      量 

収  集  の  区  分 処 理 状 況 

一般財団法人クリーンながさき 

一般財団法人クリー

ン な が さ き 以 外 

の 民 間 許 可 業 者 

陸 上 処 分 

 汲み取り 

 

し 尿 

し  尿

浄 化 槽

汚  泥 

計 
１日当た 

 

り 平 均 

汲み取り 

 

し 尿 

し  尿

浄 化 槽

汚  泥 

計 
１日当た 

 

り 平 均 

汲み取り 

 

し 尿 

１日当た 

 

り 平 均 

年 間 

 

処 理 量 

１日当た 

 

り 平 均 

30 17,419 10,904 28,323 78 11,486 4,561 16,047 44 5,933 16 28,323 78 

元 16,269 10,580 26,849 74 10,760 4,219 14,979 41 5,509 15 26,849 74 

2 15,568 10,456 26,024 71 10,447 4,253 14,700 40 5,121 14 26,024 71 

3 14,467 9,756 24,223 66 9,592 4,001 13,593 37 4,875 13 24,223 66 

4 13,555 9,813 23,368 64 9,072 3,835 12,907 35 4,483 12 23,368 64 

 

 

区 

分 

年 

度 
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3 浄 化 槽 の 設 置 状 況（平成 30～令和４年度）                                            （単位：基） 

 

 
 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

処 理 方 法 増加数 設置数 前年度比 増加数 設置数 前年度比 増加数 設置数 前年度比 増加数 設置数 前年度比 増加数 設置数 前年度比 

単 独 処 理 △21 546 

％ 

96.3 △21 525 

％ 

96.2 △25 500 

％ 

95.2 △13 487 

％ 

97.4 △18 469 

％ 

96.3 

合 併 処 理 23 2,728 

％ 

100.9 

 

21 2,749 

％ 

100.8 

 

△1 2,748 

％ 

99.9 

 

△5 2,743 

％ 

99.8 

 

12 2,755 

％ 

100.4 

 

計 2 3,274 

％ 

100.1 

 

0 3,274 

％ 

100.0 

 

△26 3,248 

％ 

99.2 

 

△18 3,230 

％ 

99.4 

 

△6 3,224 

％ 

99.8 

 

 

 

4 一般財団法人クリーンながさき 

(1) 設 立 経 緯 

本市のし尿処理業務は、昭和３８年以前は民間２５業者による担当地区をそれぞれ受け持つ方法で行われて

いたが、脆弱な経営基盤の強化と近代化を図り、事業の円滑な運営を確保するため、廃業の６業者を除き１９

業者をもって１業者に統合し、昭和３９年３月、株式会社長崎衛生公社を発足させた。（設立時は３分の１出資、

平成２２年１２月に、長崎市が全株式を取得） 

しかしながら、下水道の普及に伴うし尿収集世帯の減少及び散在化が進み、採算性を確保することができず、

営利企業としての存続は困難なことから、平成２４年３月末で株式会社を解散し、平成２４年４月からは、安

定的な経営体制を樹立するため、人員体制や人件費を含む経費の見直しなどの経営安定化策を行ったうえで、

長崎市が全額出捐して新たに設立した「一般財団法人クリーンながさき」として事業を開始した。 

 

(2) 概     要（令和５年４月１日現在） 

ア 名   称  一般財団法人 クリーンながさき 

イ 所 在 地  長崎市茂里町２番２号 

ウ 代 表 者  理事長 川崎 昌三 

エ 出 捐 金  ３,０００,０００円 

オ 事   業  ① 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する事業 

② 産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する事業 

③ 浄化槽の清掃、保守点検、補修及び設計施工に関する事業 

④ 管工事に関するすべての事業 

⑤ 仮設トイレの賃貸及び販売に関する事業 

⑥ 前各号に掲げる事業に附随する各種の機器及び物品の販売に関する事業 

⑦ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

 

 

年 度 
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カ 勤 務 時 間        ① 現業職員（③の職員を除く） 

労働時間 休憩時間 

午前７時45分から午後４時30分まで 正午から午後１時まで 

 

② 事務職員（③の職員を除く） 

労働時間 休憩時間 

Ａ 午前８時から午後４時45分まで 

正午から午後１時まで 

午後１時から午後２時まで 

Ｂ 午前８時45分から午後５時30分まで 

正午から午後１時まで 

午後１時から午後２時まで 

 

③ 東工場プラスチック製容器包装選別施設及び三京リサイクルプラザの職員 

労働時間 休憩時間 

午前８時15分から午後５時まで 正午から午後１時まで 

 

キ 休   日  ① 日曜日及び土曜日 

② 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

③ 12 月 29 日から翌年の１月３日までの日 

④ その他理事長が指定する日 
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(3) 機   構                              令和 5 年 4月 1日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(4) 人員配置状況                             令和 5 年 4月 1日現在 

職種等 

 

 

課係名等 

管理部門 業務部門 合計 

理
事
長 

常
務
理
事 

正規職員 
再
雇
用
職
員 

臨
時
職
員 

正
規
職
員 

再
雇
用
職
員 

臨
時
職
員 

理
事 

正
規
職
員 

再
雇
用
職
員 

臨
時
職
員 

計 課
長
・
主
幹 

係
長
・
グ
ル
ー
プ
長 

事
務
員 

計 

常 勤 理 事 1 1          2    2 

総務課 
総 務 
グループ 

  1   1 1      1 1  2 

業
務
課 

業
務
係 

し 尿 班   1 1 1 3   6 7 10  9 7 10 26 

仮 設 

トイレ班 
       1   6    7 7 

粗 大 班        4 2  5  2  9 11 

プ ラ 

選 別 班 
      1  2 1 29  2 2 29 33 

浄 化 槽 

グ ル ー プ 
       2  2 8   2 10 12 

計 1 1 2 1 1 4 2 7 10 10 58 2 14 12 65 93 

評議員（非常勤）5 人 

理 事（非常勤）3 人 

監 事（非常勤）2 人  

総務グループ 

業 務 係 

浄化槽グループ 

総 務 課 

業 務 課 

し 尿 北 部 班 

し 尿 南 部 班 

仮 設 ト イ レ 班 

粗 大 ご み 班 

理事長 常務理事 

プラスチック選別班 
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 (5) 収 集 作 業      

長崎市の地勢は、四方を丘陵に囲まれ平地に乏しく、家屋は傾斜地に沿って建ち並ぶ特異な市街地を形成し

ており、収集作業は他都市に見られない困難性を有している。 

また、公共下水道の普及に伴い、特に困難地区（収集ホースを４本以上使用する場合。主に高台地域。）にお

いては、くみ取り世帯の散在化、交通事情（狭隘な通路、車道網の未整備）等から人員、機材及び時間を要し、

非効率となっている。平成２８年１月からし尿の搬入先が一部変更され、運搬距離が長くなったことに伴い、 

  変更となる４班について、各々車両１台、職員１名の増加を図った。 

作業体制は、通常地区（収集ホースの使用が３本以下の場合。主に低部地域。）、困難地区を混在させながら

班を４班で編成し、基本的に１班６名体制で収集を行っている。車両は２Ｔ車を各班２台、８Ｔ車を周辺地区

用として各班１台ずつ配車、さらに運搬距離が長くなった班には２Ｔ車を１台ずつ配車し、合計で、２Ｔ車１

２台、８Ｔ車４台で業務に当たっている。 

 

(6) 車   両                              令和 5年 4 月 1日現在 

車 両 

区 分 

バキューム車 そ    の    他 

合計 

2Ｔ 4Ｔ 8Ｔ 軽4 ダ ン プ ユ ニ ッ ク 軽 ト ラ ッ ク 貨 物 

収 集 運 搬 12  4      16 

浄 化 槽 

浄化槽清掃班(含

水 張 用 車 両 ) 
2 2 1      5 

浄 化 槽 管 理 班    5  1   6 

仮 設 ト イ レ 2      2 2 6 

粗 大 ご み     4    4 

プ ラ 選 別     3    3 

予 備 車 等 2 2 1 5     10 

合 計 18 4 6 10 7 1 2 2 50 
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(7) くみ取り原価 

し尿のくみ取り量は昭和５７年度をピークに減少の傾向にあり、下の表は令和元年度の収集部門の諸経費、

くみ取り量及び原価を表したものである。この表によると１本（１８リットル）当たり、平均原価は３５５円

８３銭となっている。 

 

令和 4年度原価計算                                   単位：円 

 

部 門 

 

 

 

原 価 

管 理 部 門 収 集 部 門 
付 帯 事 業 

部 門 

浄 化 槽 

部 門 
合 計 

人

件

費 

人 件 費 30,931,281  101,525,190  136,988,000  33,899,163  303,343,634  

物 件 費 31,160,067  44,642,023  27,149,443  20,623,381  123,574,914  

小 計 62,091,348  146,167,213  164,137,443  54,522,544  426,918,548  

営

業

外

費

用 

支 払 い 

利 息 ほ か 
49,123,012  0 0  0  49,123,012  

小 計 49,123,012  0 0  0  49,123,012  

部 門 別 直 接 原 価 111,214,360  146,167,213  164,137,443  54,522,544  476,041,560  

配 賦 金  31,594,989  65,717,576  13,901,795  111,214,360  

部 門 原 価  177,762,202  229,855,019  68,424,339  476,041,560  

処 理 量 （ 本 ）  499,570     

１ 本 

当 た り

原 価 

直 接 

原 価 
 292.59    

部 門 

原 価 
 355.83    

 

１ 収集部門は平成２８年１０月より低部地域、困難地域班を廃止し、各班に低部、困難地域を混載し受持ちさせて

いる。 

２ 処理量（本）は、三京、東長崎及び三和における実績処理量で算出した。 

３ 各部門への配賦額は各部門の職員数に基づき按分した。 
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５ し尿収集業者一覧表 

名称 所在地 電話番号 

(一財)クリーンながさき 長崎市茂里町 (095)844-4117 

㈲川徳 長崎市田中町 (095)838-2065 

㈲野母崎清掃社 長崎市高浜町 (095)894-2041 

㈲三和清掃社 長崎市為石町 (095)892-2866 

㈲マルモ産業 長崎市深堀町 5 丁目 (095)871-5395 

㈲福島清掃 長崎市小江原 4 丁目 (095)848-9645 

㈱エコシス 佐世保市日野町 
(0956)28-1511 

(0959)22-0398（西海営業所） 

池島清掃㈲ 長崎市池島町 (0959)26-0075 

琴海清掃㈲ 長崎市長浦町 (095)885-2504 

㈲ヤマシタ清掃 長崎市琴海戸根町 (095)884-2050 

 


